
○北見市雇用創造協議会が実施する合同企業説明会・面接会等への参加に係る    

交通費及び宿泊費助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、北見市内企業等の人材確保とＵＩＪターン就職の促進を図

るため、北見市雇用創造協議会（以下「協議会」という。）が実施する合同企業

説明会・面接会又は企業見学会（以下「合同企業説明会・面接会等」という。）

に参加する者に対し、予算の範囲内において参加に係る交通費及び宿泊費の助

成金（以下「助成金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、合同企業説

明会・面接会等に参加する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 協議会が参加する移住フェア等への参加者で、北見市外に住所を有し、

北見市内での移住や就労を希望する者。 

(２) 参加に際し、協議会への必要な情報や資料の提供、アンケート調査など

に協力できる者。 

(３) 合同企業説明会・面接会では複数のブースを訪問、企業見学会では全行

程を参加した者。ただし緊急その他やむを得ない理由があると認めたと

きは、この限りではない。 

 

（助成対象経費） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助

成対象者が合同企業説明会・面接会等に参加した際に、居住地と北見市間の往

復の移動に要した交通費と宿泊施設の宿泊に要した経費（食事代を除く。）と

する。ただし、助成対象者が食事付き宿泊プランを利用した場合は、宿泊翌日

の朝食代のみを含めた宿泊に要した経費を助成対象経費とする。 

２ 前項に規定する宿泊施設の宿泊に要した経費について、助成対象者以外の者

が同室に宿泊するなど、領収書等から各々の宿泊に要した経費を区分すること



ができない場合は、合理的な按分率をもって求めた宿泊に要した経費をもって、

助成対象経費とすることができるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の経費は、助成対象経費としない。 

(１) 領収書等で確認ができない経費 

(２) 全号に掲げるもののほか、協議会会長（以下「会長」という。）が適当で

ないと認める経費 

 

（助成金の額） 

第４条 最も経済的な通常の経路及び方法により計算した居住地と北見市間の

往復の移動に要した交通費の助成金の額は、助成対象経費相当額とする。ただ

し、公共交通機関の運賃に対し税込３万円を上限とする。 

２ 宿泊施設の宿泊に要した経費の助成金の額は、助成対象経費相当額とする。

ただし、助成対象者１人当たり１泊税込８，５８０円、２泊を上限とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成対象者は、参加した合同企業説明会・面接会等が終了した日の翌日

から起算して 1 か月以内又は、当該年度の３月１５日のいずれか早い日までに、

合同企業説明会・面接会等への参加に係る交通費及び宿泊費助成金交付申請書

（様式１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、協議会に提

出しなければならない。 

(１) 北見市への移動に要した交通費（往路・復路の両方）の支払いを確認で

きる領収書 

(２) 航空機を使用した場合は、前号の領収書に加えて、搭乗控（往路・復路

の両方）を添えること。 

(３) 宿泊費の支払を確認できる領収書等（第３条第２項の規定により合理的

な按分をした場合は、それが分かるものを含む。） 

(４) 免許証の写しなど居住地を確認できる書類 

(５) 振込先口座の金融機関名、本支店名、口座の種別、口座番号及び口座名

義人名が確認できる通帳の写し等 

(６) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類 



２ 前項第１号及び第３号の領収書等は、それぞれの経費に要した金額であるこ

とが明確に分かるものでなければならない。 

 

（交付の決定及び額の確定） 

第６条 会長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容

の審査を行い、助成金の交付の可否を決定する。 

２ 会長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、合同企

業説明会・面接会等への参加に係る交通費及び宿泊費助成金交付決定兼助成金

交付額確定通知書（様式第２号）を、当該申請をした者に通知するとともに速

やかに支払うものとする。 

３ 会長は、第１項の規定により助成金を交付しないことを決定したときは、合

同企業説明会・面接会等への参加に係る交通費及び宿泊費助成金交付不承認通

知書（様式第３号）により、その旨及び理由を明示し、当該申請をした者に通

知する。 

 

（返還） 

第７条 会長は、虚偽その他の不正手段により助成金を受給した者に対して、助

成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年１０月５日から施行する。 

 



  

年  月  日  

 

北見市雇用創造協議会   
会長       様  

 

申請者 住  所 

     氏   名                    

   （氏名は自署又は記名・押印） 

電話番号 

 

合同企業説明会・面接会等への参加に係る交通費及び宿泊費助成金交付申請書 

 

北見市雇用創造協議会合同企業説明会・面接会等への参加に係る旅費助成金

の交付を受けたいので、以下の誓約・同意事項に同意のうえ、下記のとおり申

請します。 

記 

 

１ 助成金交付申請額   金         円  

 

２ 添付書類 

(１)  北見市への移動に要した交通費（往路・復路の両方）の支払いを確認で

きる領収書 

(２)  航空機を使用した場合は、前号の領収書に加えて、搭乗控（往路・復路

の両方）を添えること。 

(３)  宿泊費の支払を確認できる領収書等（要綱第３条第２項の規定により

合理的な按分をした場合は、それが分かるものを含む。） 

(４)  免許証の写しなど居住地を確認できる書類 

(５)  振込先口座の金融機関名、本支店名、口座の種別、口座番号及び口座名

義人名が確認できる通帳の写し等 

(６)  前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類 

  

３ 振込先口座  

金融機関名 

               
銀行・組合・金庫  

預金種別 
□  普通 

□  当座                      

                店  

口座番号  

（フリガナ）  

口 座  名 義  

 

４ 誓約・同意事項 

 ・本申請書をはじめ、その他提出書類に記載した事項については、事実と相

違ありません。 

 ・協議会への必要な情報や資料の提供、アンケート調査などに協力します。 

 ・北見市暴力団排除条例第２条第１号から第３号に規定する暴力団員等では

ありません 

 ・虚偽その他の不正手段により助成金を受給した場合は、助成金を返還しま

す。 

様式第１号  


